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政務活動費連絡会記録 
 

 

１ 開催日時  令和７年11月28日（金） 10：30～10：40 

 

２ 開催場所  新庁舎８階 議会中会議室 

 

３ 出席者 

(1) 出席議員 

座長 田中 信次 

委員 武田 翔、山口 美津夫、ます 晴太郎、平野 みぎわ（代理出席）、 

菅原 あきひと、永井 真人、藤井 深介、片桐 紀子、松長 泰幸 

(2) 議会局出席者 

局長 落合 嘉朗、副局長兼総務課長 山田 修、管理担当課長兼副課長 望月 俊哉、 

経理課長 奥澤 陽一、議事課長 山崎 智之、政策調査課副課長 加藤 成一               

 

４ 議題 

 政務活動費のあり方の検討について 

 

５ 会議記録 

（田中座長） 

ただ今から政務活動費連絡会を開会いたします。 

本日の議題は、お手元の会議次第のとおり、「政務活動費のあり方の検討について」で

あります。 

前回、11月 25日の当連絡会において、各検討事項に係る方向性について、決定いたしま

した。 

そこで、この方向性に係るこれまでの議論を踏まえ、本職において、「政務活動費連絡

会報告書（その２）」の座長案を作成いたしました。 

お手元の資料をご覧ください。 

この座長案について、議会局から説明願います。 

（経理課長） 

それでは、「政務活動費連絡会報告書（その２）」の（案）についてご説明させていた

だきます。 

表紙をおめくりください。 

まず、見開き左側では、「はじめに」として、これまでの検討の経過等について記載し

ております。 

１ページをご覧ください。 

「Ⅰ「政務活動費の指針」に関する事項」でございます。 

「１ 備品購入費に係る充当限度額の引き上げについて」につきましては、まず、「(1)

現状」として、政務活動費の備品購入費については取得価格の上限を 10 万円とし、それに

合わせて充当限度額を10万円としていることを記載し、「(2)検討の視点」として、最近の

物価高騰に伴い、備品購入費の取得価格の上限及び充当限度額を引き上げるかどうか検討

するということを記載しております。 
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次に、「（3）方向性」として、今年度の検討結果を記載しております。 

内容については、11月 25日の政務活動費連絡会で決定した内容に沿って記載しておりま

す。 

次に、「２ パソコン等の充当限度額について」でございます。 

「(1) 現状」として、備品購入費のうち、パソコン等については、取得価格の上限及び

充当限度額が設定されていないこと、併せて、現行の指針の中で備品の取扱いにおいて

「パソコン等」の例示に携帯電話及びタブレット端末の記載がないため、実際の運用と比

較して紛らわしい表記となっていることを記載しております。 

２ページをご覧ください。「(2) 検討の視点」として、パソコン等について、新たに取

得価格の上限及び充当限度額を設けるかどうか、また、紛らわしい表記を見直すかどうか

を検討するということを、記載しております。 

「(3) 方向性」につきましては、こちらも、11月25日の政務活動費連絡会で決定した内

容に沿って記載しております。 

次に「３ レターパックの取扱い等について」でございます。 

「(1) 現状」として、切手については、充当限度額を一月あたり１万円と設定している

一方で、レターパックについては充当限度額の設定がないこと、また、切手、はがき、レ

ターパックの遡り充当について明確になっていないことを記載しております。 

また、「(2) 検討の視点」として、通常郵便物の一つであるレターパックの取扱いにつ

いて整理するとともに、併せて、切手、はがき、レターパックの遡り充当の取扱いについ

て整理するということを記載しております。 

次に、３ページをご覧ください。 

「(3) 方向性」につきましては、こちらも、11月25日の政務活動費連絡会で決定した内

容に沿って記載しております。 

次に、「Ⅱまとめ」でございますが、「今回の検討で物価高騰に伴う備品購入費への対

応や、一部取扱いが不明確であったもの等への一定の基準を設けることについて、方向性

を取りまとめることができた。今後とも、政務活動費の適正性の確保に努めていく。」と

記載しております。 

最後に４ページをご覧ください。 

「（参考）」として「Ⅰの１関係最近の物価高騰の状況」及び「Ⅰの２関係最近の実勢

価格の状況」を記載しております。 

説明は以上でございます。 

（田中座長） 

座長案について、ご質問等がありましたらどうぞ。 

（永井委員） 

確認ですが、レターパックのところで、切手、はがき、レターパックはそれぞれ一月あ

たり、１万円でよろしかったでしょうか。 

（経理課長） 

切手につきましては、一月あたり１万円ということになっております。 

はがきにつきましては、切手と違いまして１万円を超えて充当する場合は、その写し等

を保管しておくこととなっております。 

レターパックにつきましては、今回の報告書において、切手と同様に一月あたり１万円

という座長案の内容となっております。 

（田中座長） 
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他にございませんか。 

（なし） 

（田中座長） 

それでは、座長案につきまして、各会派お持ち帰りの上、ご検討いただき、次回連絡会

においてあらためてご協議願いたいと思いますがいかがでしょうか。 

（異議なし） 

（田中座長） 

ご了承を願います。 

私からは以上でございますが、この際、何かありますでしょうか。 

（なし） 

（田中座長） 

特にないようですので、以上で、本日の日程は終了いたしました。 

次回の政務活動費連絡会は、12月２日火曜日、10時30分から開催いたしたいと思います 

 ので、よろしくお願いいたします。 

なお、開催通知につきましては、ただ今ご出席の皆様には、省略させていただきたいと

思いますので、ご了承願います。 

それでは、政務活動費連絡会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

 


